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 重度障がい者医療費助成制度
［内　　　　容］健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額を全額助成します。
　　　　　　　　ただし、精神障がいのある人（18歳に達する年度末までを除く）は、
　　　　　　　　精神病床への入院にかかる医療費は助成の対象となりません。
　　　　　　　　※自立支援医療などの公費負担が適用される人は、その制度を優先したう
　　　　　　　　   えで、なお残る自己負担相当額を助成します。
　　　　　　　　※入院中の食事代や、個室代、健康診断などの健康保険がきかない費
　　　　　　　　　用は、助成の対象とはなりません。
［対 　象　 者］市内にお住まいで、健康保険に加入しており、次の(ア)から(ウ)のいずれ
　　　　　　　　 かをお持ちの人
　　　　　　　　 (ア) 身体障害者手帳１級又は２級 
　　　　　　　    (イ) 療育手帳重度(Ａ)判定
　　　　　　　    (ウ) 精神障害者保健福祉手帳１級
　　　　　　　　 ※次に該当する人は、助成を受けることができません。
　　　　　　　    ①生活保護を受けている人
　　　　　　　    ②３歳未満の乳幼児で、子ども医療の助成を受けることができる人
　　　　　　　    ③65歳以上75歳未満で、後期高齢者医療制度に加入していない人
　　　　　　　    ④障がい者本人の前年(１月から９月の申請の際は前々年)の所得(一定
　　　　　　　 　  の控除後の額)が一定額(特別障害者手当の所得制限額に準拠)を超え
　　　　　　　　  る人
　　　　　　　     ⑤配偶者の前年(１月から９月の申請の際は前々年)の所得(一定の控除
　　　　　　　　  後の額)が一定額(特別障害者手当の所得制限額に準拠)以上の人
［申請時に必要なもの］ ①健康保険の資格が確認できるもの

※資格取得日（適用開始年月日）および対象者の名前の記載があるもの
で、資格情報のお知らせ、資格確認書、有効期限内の健康保険証、マイ
ナポータルの保険資格情報画面（ダウンロードしたPDFデータは不
可）、マイナンバーカードのうち１つ

　　　　　　　　 ②障がいの程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害   
　　　　　　　　　者保健福祉手帳)
　　　　　　　 　③所得確認書類(市外から転入した場合などに必要になることがあります。)
　　　　　　　 　④届出者の本人確認書類
［窓　　　　口］各区の保険年金課、入部出張所、西部出張所（Ｐ139参照）

①診察を受ける

②診断書作成

⑥交付

※年金証書等による申請の場合は③～⑥となります。

③申請する

⑤交付決定・送付

④進達

本人

医師

各区の健康課 精神保健
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精 精神障害者保健福祉手帳の交付
［内　　　　容］精神障がいのある人からの申請により交付します。各種の福祉サービスを
　　　　　　　　受けやすくするための手帳です。
　　　　　　　（提供される各種サービスは、等級等によって異なります｡）
［障がい等級］障がいの程度によって１級から３級までに区分されます。
［更　　　　新］手帳の有効期限は２年です。更新申請は有効期限の３か月前からできます
　　　　　　　　ので、お住まいの区の健康課に更新の申請をしてください。
［変　　　　更］転居された場合は、必ず新しい居住地の市（区）町村に手帳を添えて届け
　　　　　　　　出てください。氏名等が変わった場合もすぐに届け出てください。
［返　　　　還］手帳の交付を受けた人が死亡されたとき、対象事項に該当しなくなったと
　　　　　　　　き、新しい手帳が交付されたときは、手帳を持参のうえ、届け出てください。
［そ   の   他］手帳は他人に譲渡したり貸与することはできません。
［手続きに必要なもの]

①精神障害者保健福祉手帳交付等申請書
②診断書（所定の用紙があり、医師が記載）又は、障害年金の年金証書の
写し（精神障がいを支給事由とするもの）及び直近の年金払込通知書、
年金照会の同意書
③写真（４cm×３cm 最近１年以内に撮影した上半身・無帽のもの）
④既交付の手帳の写し（更新、等級変更の場合）
⑤個人番号がわかるもの（個人番号カードなど）

［窓　　　　口］各区の健康課（Ｐ４参照）

●手帳交付後に下記の事項が生じた時は、必ず手続きをしてください。
　①住所が変わった時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手帳、個人番号※
　②氏名が変わった時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手帳、個人番号※
　③手帳をなくしたり、破損してしまった時　　　　　　　　　　　写真、個人番号※
　④障がいの程度が変わったり、新たに障がいが生じた時　　手帳、診断書、写真、個人番号※
　⑤再認定を受ける時　　　　　　　　　　　　　　手帳、診断書、写真、個人番号※
　⑥障がいの程度が該当しなくなった時　　　　　　　　　　　　　　　　　　手帳
　⑦本人が死亡した時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手帳
　※個人番号カードなど個人番号がわかるもの

●精神障害者保健福祉手帳が交付されるまで

２ 手　帳
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 後期高齢者医療制度
　後期高齢者医療制度は、次の①および②の方を被保険者とした公的な医療保険制度です。
　①75歳以上の人
　②65歳以上75歳未満で一定の障がいについて、広域連合の認定を受けた人
 【一定の障がい】
　　　　　●身体障害者手帳１～３級
　　　　　●身体障害者手帳４級のうち音声、言語、そしゃく機能障がいに該当する人
　　　　　　および下肢障がいの１号、３号又は４号のいずれかに該当する人
　　　　　●国民年金証書の障がい等級が１・２級
　　　　　●療育手帳の障がい程度が重度（Ａ）判定
　　　　　●精神障害者保健福祉手帳１・２級

 自立支援医療制度
　●更生医療
［内　　容］障がいを軽減・除去する手術や治療を指定自立支援医療機関で受ける場合に、
　　　　　　自立支援医療を受けることができます。費用の１割が自己負担となります。
　　　　 　  ※原則、事前に申請が必要です。
　　　　 　  ※加入している健康保険や所得の状況により上限額があります｡
［対 象 者］身体障害者手帳を持っている18歳以上の人で、手術等により障がい部位の機能
　　　　　　が改善される見込のある人
　　　　 　（手術・治療例：血液透析、心臓手術、関節手術など）
　　　　　　※呼吸器・ぼうこう・直腸機能障がいには給付の適用がありません。
［窓　　口］各区の福祉・介護保険課（Ｐ３参照）

　●育成医療
［内　　容］障がいを軽減・除去する手術や治療を指定自立支援医療機関で受ける場合に、
　　　　　　自立支援医療を受けることができます。費用の１割が自己負担となります。
　　　　 　  ※原則、事前に申請が必要です｡
　　　　 　  ※加入している健康保険や所得の状況により上限額があります。
［対 象 者］身体に障がいのある18歳未満の人
［窓　　口］各区の健康課（Ｐ４参照）

　●精神通院医療
［内　　容］通院による医療を指定自立支援医療機関で受ける場合に、自立支援医療を受け
　　　　　　ることができます。費用の１割が自己負担となります。（所得等に応じた上限
　　　　　　額があります｡）
［対 象 者］精神障がい（てんかん含む）のために、継続的な通院医療を要する人
［窓　　口］各区の健康課（Ｐ４参照）

３ 医療・リハビリテーション
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後期高齢者医療制度に

加入する場合 加入しない場合

後期高齢者医療制度 国民健康保険又は職場の健康保険健康保険

保 険 料

医療機関
での自己
負 担

後期高齢者医療制度の保険料を負担す
ることになります。
あなたが職場の健康保険の扶養家族で
ある場合、現在はあなた個人の保険料
負担はありませんが、後期高齢者医療
制度では新たに保険料の負担が必要で
す。

加入している健康保険（国民健康保
険又は職場の健康保険）の保険料を
これまでどおり負担します。
あなたが職場の健康保険の扶養家族
である場合、これまでどおり保険料
の負担はありません。

所得等に応じて総医療費の1割、2割、3
割のいずれかを負担します。
なお､｢福岡市の重度障がい者医療」の対
象者は、上記医療費の負担はありません。
ただし、精神障がい者の人の精神科病床
への入院は、医療費の負担が発生します。

70歳未満の人は総医療費の３割を、
70歳以上の人は総医療費の２割（現
役並み所得者は３割）を負担します。
なお、｢福岡市の重度障がい者医療」
の助成は受けられなくなりますので、
ご注意ください。
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 結核児童の療育の給付
［内　　容］専門的な入院治療と、学習及び療育生活に必要な物品を支給します。世帯の所
　　　　　　得税額に応じた自己負担があります。
［対 象 者］結核にかかり、長期の治療が必要な児童
［窓　　口］各区の健康課（Ｐ４参照）

  重　要
65歳以上75歳未満で、一定の障がいがある人は後期高齢者医療制度に加入することができま
す。加入を希望する場合は、お住まいの区役所で手続きが必要です。また、「加入する」場
合と「加入しない」場合で、保険料や医療機関での自己負担等に次のような違いがあります
ので、内容をご確認ください。なお、加入するための広域連合の障がいの認定については、
75歳になるまでいつでも申請ができ、また、将来に向けていつでも撤回することができます。

［窓　　口］各区の保険年金課、入部出張所、西部出張所（Ｐ139参照）
　　　　　  ○保険料・給付の決定は、福岡県後期高齢者医療広域連合が行います。
             　　ＴＥＬ(６５１)３１１１  ＦＡＸ(６５１)３９０１
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３ 医療・リハビリテーション
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児

児身 精 心身障がい福祉センター（あいあいセンター）　　　　
　中央区長浜1-2-8　ＴＥＬ(７２１)１６１１　　ＦＡＸ(７１２)５９１８
［内　　容］心身に障がいのある人やその家族に対し、医師等の専門職員が相談に応じ、
　　　　　　各種の療育・訓練・支援を行います。
●児童部門（発達障がい児、知的障がい児、肢体不自由児、聴覚障がい児、言語障がい児、
　視覚障がい児）
発達の遅れや障がいがあると思われる就学前のこどもについて家族等の相談に応じ、診
察や発達相談等により状況を把握し、育児、療育・福祉制度等の情報を提供し、育児支
援を行います。こどもの障がいや発達状況に合わせて、各専門職による個別やグループ
での療育やリハビリテーション、訪問療育、施設支援、通園による集団療育等を行いま
す。
●成人部門（肢体不自由者、言語障がい者、高次脳機能障がい者、視覚障がい者、発達
　障がい者）
病気や事故等によって障がい者となった人々を対象に、通所により専門訓練士がリハビ
リテーションを行います。集団での体操等を通した運動機会の提供やコミュニケーショ
ン手段の提案、目の不自由な人の歩行や点字、パソコンやスマートフォンなどの訓練を
行い、障がいの軽減や家庭生活の援助、社会参加の促進を図っています。また、発達障
がい者及び高次脳機能障がい者の相談を受け、評価・診断のもと就労等の社会参加のた
めの訓練をしています。
［申込・費用負担］申込は随時、児童部門は相談係で、成人部門は障がい者自立訓練センター
　　　　　　　　で受付けています。
　　　　　　　　診察・諸検査・訓練（理学療法・作業療法・言語療法等）などの保険診療
　　　　　　　　には費用がかかることがあります。

 すこやか歯科健診
［内　　容］問診、口腔内検査(むし歯、清掃状況、不正咬合等)、歯科保健指導
　　　　　　※実施歯科医療機関で実施（１年に１回受診可能）
［対 象 者］市内に居住する未就学児童（０～６歳）で次のいずれかに該当する人
　　　　　　①児童発達支援センターで、療育や経過観察している人、もしくは通園して
　　　　　　　いる人
　　　　　　②身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている人
　　　　　　③保育所、保育園等でさぽ～と保育を受けている人
［問い合わせ先］保健医療局口腔保健支援センター
　　　　　　　  　ＴＥＬ（７１１）４３９６　ＦＡＸ（７３３）５５３５

３ 医療・リハビリテーション
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 東部療育センター　　　 
　東区青葉4-1-1 　 ＴＥＬ(４１０)８２３４　　ＦＡＸ(６９１)３５１０
［対   象   者］東区在住の人

 西部療育センター　　　 
　西区内浜1-5-54 　ＴＥＬ(８８３)７１６１　　ＦＡＸ(８８３)７１６３
［対   象   者］西区・早良区南部在住の人

 南部療育センター　　　 
　博多区三筑2-9-5 　ＴＥＬ(558)4860　　ＦＡＸ(558)4835
［対   象   者］南区・博多区南部在住の人

［内　　　容］発達の遅れや障がいがあると思われる就学前のこどもについて家族等の相
　　　　　　　　談に応じ、診察や発達相談等により状況を把握し、育児、療育・福祉制度
　　　　　　　　等の情報を提供し、育児支援を行います。こどもの障がいや発達状況に合
　　　　　　　　わせて、各専門職による個別やグループでの療育やリハビリテーション、
　　　　　　　　訪問療育、施設支援、通園による集団療育等を行います。
［申込・費用負担］申込、問い合わせは相談係で受け付けています。
            　　　  診察・諸検査・訓練（理学療法・作業療法・言語療法等）などの保険診療
　　　　　　　 には費用がかかることがあります。
※博多区、早良区のエリア分け詳細はホームページをご参照ください。

 療育訓練
［内　　　容］児童と保護者が一緒になって、朝倉郡筑前町の「やすらぎ荘」に２日から
　　　　　　　  １週間程度泊まり込み、集団生活を通して、療育の助長を図ります。
［対   象   者］在宅の心身に障がいがある児童とその保護者
［参 加 費 用］児童は無料、保護者は実費が必要
［窓　　　口］やすらぎ荘
　　　　　　　　ＴＥＬ０９４６(４２)２０９７　　ＦＡＸ０９４６(４２)２０９８

ホームページに
接続します。

－ 17 －

児

児身 精 心身障がい福祉センター（あいあいセンター）　　　　
　中央区長浜1-2-8　ＴＥＬ(７２１)１６１１　　ＦＡＸ(７１２)５９１８
［内　　容］心身に障がいのある人やその家族に対し、医師等の専門職員が相談に応じ、
　　　　　　各種の療育・訓練・支援を行います。
●児童部門（発達障がい児、知的障がい児、肢体不自由児、聴覚障がい児、言語障がい児、
　視覚障がい児）
発達の遅れや障がいがあると思われる就学前のこどもについて家族等の相談に応じ、診
察や発達相談等により状況を把握し、育児、療育・福祉制度等の情報を提供し、育児支
援を行います。こどもの障がいや発達状況に合わせて、各専門職による個別やグループ
での療育やリハビリテーション、訪問療育、施設支援、通園による集団療育等を行いま
す。
●成人部門（肢体不自由者、言語障がい者、高次脳機能障がい者、視覚障がい者、発達
　障がい者）
病気や事故等によって障がい者となった人々を対象に、通所により専門訓練士がリハビ
リテーションを行います。集団での体操等を通した運動機会の提供やコミュニケーショ
ン手段の提案、目の不自由な人の歩行や点字、パソコンやスマートフォンなどの訓練を
行い、障がいの軽減や家庭生活の援助、社会参加の促進を図っています。また、発達障
がい者及び高次脳機能障がい者の相談を受け、評価・診断のもと就労等の社会参加のた
めの訓練をしています。
［申込・費用負担］申込は随時、児童部門は相談係で、成人部門は障がい者自立訓練センター
　　　　　　　　で受付けています。
　　　　　　　　診察・諸検査・訓練（理学療法・作業療法・言語療法等）などの保険診療
　　　　　　　　には費用がかかることがあります。

 すこやか歯科健診
［内　　容］問診、口腔内検査(むし歯、清掃状況、不正咬合等)、歯科保健指導
　　　　　　※実施歯科医療機関で実施（１年に１回受診可能）
［対 象 者］市内に居住する未就学児童（０～６歳）で次のいずれかに該当する人
　　　　　　①児童発達支援センターで、療育や経過観察している人、もしくは通園して
　　　　　　　いる人
　　　　　　②身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている人
　　　　　　③保育所、保育園等でさぽ～と保育を受けている人
［問い合わせ先］保健医療局口腔保健支援センター
　　　　　　　  　ＴＥＬ（７１１）４３９６　ＦＡＸ（７３３）５５３５

３ 医療・リハビリテーション
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